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「給付と負担」の各論点の結論 軒並み先送りに 
～厚生労働省 

厚生労働省は 12 月 19 日、第 105 回社会保障審議会介護保険部会を開催し、

「介護保険制度の見直しに関する意見(案)」を示した。「給付と負担」の各論点

については、見直しに慎重な意見と積極的な意見を併記したうえで、適当とする

対応案を提示。結論を得る期限を明示した項目はあるものの、具体的な結論は示

されなかった。「意見(案)」は概ね了承され、修文を経て 12 月 20日、「意見書」

が公表された。「給付と負担」の各項目の見直しの方向性は下記のとおり。 

①高齢者の負担能力に応じた負担の見直し 

▽１号保険料負担の在り方：高所得者の標準乗率の引き上げ、低所得者の標準

乗率の引き下げ等について検討し、早急に結論を得る。 

▽現役並み所得・一定以上所得の判断基準：利用者負担が 2 割となる判断基準

は、次期計画(第 9期介護保険事業計画、2024～2026年度)に向けて結論を得る。

3割負担についても引き続き検討を行う。 

▽(介護保険 3 施設の入所者の食費・居住費の負担を軽減する)補足給付に関す

る給付の在り方：引き続き検討を行う。 

②制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の見直し 

▽(老健、介護医療院の)「多床室の室料負担」：介護給付費分科会で検討を行

い、次期計画に向けて結論を得る必要がある。 

▽ケアマネジメントに関する給付の在り方(利用者負担)：第 10 期介護保険事

業計画期間(2027～2029年度)の開始までに結論を出す。 

▽軽度者(要介護 1・2)への生活援助サービス等に関する給付の在り方(地域支

援事業への移行)：第 10期介護保険事業計画期間の開始までに結論を出す。 

③被保険者・受給者範囲：引き続き検討を行うことが適当 

「次期計画に向けて結論を得る」とした項目については、「遅くとも来年夏まで

に結論を得るべく」、引き続き介護保険部会で議論を行うことになった。  
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全世代型社会保障構築会議 報告書をとりまとめる 
～政府 

政府の全世代型社会保障構築会議は 12 月 16日、今後の改革の方向性を示す報

告書をとりまとめた。 

介護分野では今後、要介護認定率が高い 75 歳以上の人口急増が見込まれる一

方で、生産年齢人口が減少するなかで、介護人材の不足が深刻化する恐れがある

と指摘。高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステ

ムの深化・推進を図るとともに、サービス提供体制の整備や給付と負担の見直し、

介護人材の確保が喫緊の課題として、下記のような提言を盛り込んだ。 

まず、地域の拠点となる在宅サービス基盤の整備と機能強化が求められており、

総合事業については、担い手の育成や継続的な利用者の選択肢拡大の検討を含め、

現行事業の受け皿整備や活性化を図ることが重要だとした。 

そのうえで、介護現場における生産性向上と働きやすい職場環境づくりが介護

人材確保のためにも必要であるとして、▽介護現場革新のワンストップ窓口の設

置、▽介護ロボット・ICT 機器の導入支援、▽優良事業者・職員の総理表彰など

を通じた好事例の普及促進、▽介護サービス事業者の経営の見える化、▽福祉用

具、在宅介護におけるテクノロジーの導入・活用促進、▽生産性向上に向けた介

護職員処遇改善加算の見直し、▽職員配置基準の柔軟化の検討、▽介護行政手続

きの原則デジタル化――などを進めることが重要と提言した。 

また、社会保障審議会介護保険部会などで指摘された保険料負担や利用者負担

のあり方などの課題については、来年度の「骨太の方針」に向けて引き続き検討

を進めるべきとしている。 

 

感染対策の実地研修 三次募集実施を案内 
～厚生労働省 

厚生労働省は 12月 15 日、「令和 4年度における感染対策のための実地研修に

係る三次募集について」(介護保険最新情報 Vol.1117)を都道府県・市町村の介

護保険担当課(室)と介護保険関係団体に事務連絡した。 

実地研修については、これまでも介護保険サービス従事者が留意すべき感染防

止策に係る研修教材を公開するとともに、希望する介護施設に感染症の専門家を

派遣し、当該施設の感染対策状況に関する助言や個人防護具の着脱方法などの内

容を盛り込んだ研修を行ってきた。今後も、こうした感染防止策を学ぶ機会が必

要として、実地研修を希望する施設の三次募集を実施する。 

募集期間は 2023 年 1 月 20 日までで、実施期間は 1 月 23 日から 2 月 28 日ま

で。管理者または感染対策教育担当者が職員向け研修プログラムをすべて受講済

みであることが要件となっている。 
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BCP 策定用「集団オンライン研修」参加者を再募集 
～厚生労働省 

厚生労働省は 12 月 12 日、「感染対策における業務継続計画(BCP)の策定のた

めの『集団研修(オンライン研修)』に係る二次募集について」(介護保険最新情

報 Vol.1116)を都道府県・市町村介護保険担当課(室)、介護保険関係団体に事務

連絡した。 

介護サービス事業者向けの感染対策研修では、2020 年 11 月 9 日付の事務連絡

で、介護保険サービスに従事する職員がサービスを提供する際に留意すべき感染

防止策に係る研修教材を公開するとともに、感染症の専門家を希望する施設など

に派遣する「実地研修」を行ってきた。さらに今年 12 月からは、オンラインに

よる「集団研修」(一次募集)を実施。感染対策や業務継続計画(BCP)策定のため

の講義・グループワークを行っている最中だ。 

2 期目となる研修の開催日は来年 1 月 18 日、19 日、21 日、22 日、23 日、25

日、27 日、2 月 7 日で、時間は毎回 13 時 30 分～17 時 30 分(最大 4 時間)。研修

内容は、①基調講演「介護サービス事業所における感染予防について」(講師：

国際医療福祉大学医学部感染症学講座主任教授 松本哲哉氏)、②講義 1「介護

サービス事業所における BCP 策定の基礎知識」(講師：ミネルヴァベリタス株式

会社顧問 本田茂樹氏)、③講義 2「介護施設・事業所における事業継続計画

(BCP)策定事例(参加事業所のサービス種別に応じて、施設系/通所系/訪問系のい

ずれかの事例を視聴する)」となっている。 

 

令和 4 年度「介護事業実態調査」を実施 
～厚生労働省 

厚生労働省は 12 月 12 日、「令和 4 年度介護事業実態調査(介護従事者処遇状

況等調査)へのご協力依頼について」(介護保険最新情報Vol.1115)を都道府県・

市町村の介護保険担当課(室)に事務連絡した。 

同調査は、「介護従事者の処遇状況」と今般創設された「介護職員処遇改善

支援補助金」および「介護職員等ベースアップ等支援加算」の影響などの評価を

行うとともに、今後の処遇改善や介護報酬改定などの検討用基礎資料となるもの。 

調査対象は、特養や老健、特定施設、グループホーム、小規模多機能、訪問

介護、通所介護などで、調査票は 12 月中旬をメドに郵送予定。提出期限はイン

ターネットによる回答が来年 1月 31日、紙での回答が同年 1月 24日となってい

る。 
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処遇改善支援補助金の報告様式への問いに回答 
～厚生労働省 

厚生労働省は 12 月 2 日、「介護職員処遇改善支援補助金に関する Q&A(Vol.4)」

(介護保険最新情報 Vol.1114)を都道府県・市町村介護保険担当課(室)、介護保

険関係団体に事務連絡した。 

介護職員処遇改善支援補助金の実績報告書の別紙様式 3－2 に記載する介護職

員処遇改善支援補助金の総額について、「国保連合会および都道府県支払分にお

いて、同一事業所番号で複数のサービスがある場合、サービスごとの内訳を区別

して記載することが必要か」という問いに対して、次のように回答している。 

国保連合会からの支払額の通知等で、同一事業所番号で複数のサービスがある

場合は、同一事業所番号のサービスのうちどれか一つに一括計上(同一事業所番

号の他のサービスについてはゼロまたは空欄)とすることも可能。ただし、本取

り扱いにおいても、介護予防サービスと同様、サービスごとに行を分けて記載す

ることとし、都道府県の介護サービス事業所への周知徹底を呼びかけている。 

 

第 25 回介護支援専門員実務研修受講試験・受験者数を公表 
～厚生労働省 

厚生労働省は 12月 2 日、第 25回介護支援専門員実務研修受講試験の受験者数

を公表した。同試験は 10月 9日に実施され、同 12日現在で都道府県から報告を

受けた受験者数を集計したもの。 

総受験者数は 5 万 4,449 人で、第 24 回の 5 万 4,290 人から 159 人増加した。

都道府県別に見ると、東京都が 4,183 人で最多、次いで大阪府が 3,687 人、神奈

川県が 3,078人。一方、最少は山梨県の 273 人、次いで福井県の 393人、鳥取県

の 409人だった。 

 

「電子申請・届出システム」の様式例を周知 
～厚生労働省 

厚生労働省は 12 月 1 日、「介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関する

様式例の改訂等について(周知)」(介護保険最新情報 Vol.1113)を都道府県・市

町村の介護保険主管課(室)と介護保険関係団体に事務連絡した。 

国では、昨年度に電子申請・届出システムを構築し、今年度下半期から準備の

できた自治体から順次運用を開始している。今年 9 月 29 日付で示された「指定

居宅サービス事業所等の指定申請等における様式例」に、11 月 29 日付で示した

「介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所等の指定申請等における様式例」

を加えたことを管内関係団体や介護サービス事業所等に周知するように依頼して

いる。 
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